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議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
仙
谷
官
房
長
官
の
「
私
的
メ
モ
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の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
仙
谷
官
房
長
官
の
「
私
的
メ
モ
」
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
及
び
四
に
つ
い
て

仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
本
人
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
当
該
文
書
」
は
、
同
内
閣
官
房
長
官
の
指
示
を
受
け

た
内
閣
官
房
長
官
室
に
勤
務
す
る
内
閣
事
務
官
が
、
勤
務
時
間
内
に
お
い
て
、
内
閣
官
房
の
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
同
内
閣
官
房

長
官
の
考
え
を
書
面
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
「
公
私
混
同
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

一
の
（
二
）
か
ら
（
五
）
ま
で
、
二
及
び
三
に
つ
い
て

仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
本
人
に
確
認
し
た
事
実
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、
内
閣
官
房
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
当
該
文
書

」
は
、
「
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
」
文
書
で
あ
る
が
、
同
内
閣
官
房
長
官
が
自
ら
の
考
え
を

記
し
た
個
人
的
な
手
控
え
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
「
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
で
は
な

く
、
ま
た
、
内
閣
官
房
と
し
て
保
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
行
政
文
書
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。


